
節 項 目 取り組み事項 取りまとめ又は実施担当課

　第１節　健全な財政基盤の確立 　１　計画的な財政運営 １－１－１　財政計画の策定 財務課

１－１－２　財政状況の公表 財務課・出納課

１－１－３　新しい予算編成方式の導入 財務課

１－１－４　地方債発行の抑制 財務課

１－１－５　活性化推進基金の積立 財務課

１－１－６　過疎地域自立促進事業基金積立の実施 財務課

１－１－７　第三セクターや外郭団体の組織の見直し 地域振興課

　２　事務事業の見直し １－２－１　入札・契約制度の見直し 監理課

１－２－２　事務経費削減対策 総務課

１－２－３　扶助費の見直し 社会福祉課・高齢福祉課・子育て支援課

１－２－４　公的支援団体の支援の見直し 財務課

１－２－５　投資的経費の見直し 財務課

１－２－６　行政評価制度の構築 財務課

１－２－７　経営資源の再配分 財務課

　３　公営企業会計等の財政健全化 １－３－１　公営企業会計等の経営の効率化 上水道課

１－３－２　料金体制の見直し 上水道課

１－３－３　特別会計の繰出金の抑制 上水道課

　４　歳入の確保 １－４－１　税や料金の収納強化 財務課

１－４－２　国・府事業の積極的な導入 財務課

　５　公共施設の見直しと財産の有効活用 １－５－１　各種施設の管理運営方法の検討 財務課

１－５－２　既存施設のあり方の検討 財務課

１－５－３　指定管理者制度の効果的な運用 財務課

　第２節　効率的な行政経営の展開 　１　市民サービス満足度の向上 ２－１－１　市民ニーズの把握 情報政策課

２－１－２　市民本位の窓口対応 市民環境課

２－１－３　電子市政の推進 情報政策課

２－１－４　市民意識調査の実施 定住・企画戦略課

　２　民間活力の導入 ２－２－１　外部委託の推進 財務課

２－２－２　外部委託の見直し 財務課

　３　職員の意識改革 ２－３－１　研修による意識改革 総務課

２－３－２　自己評価制度の導入 総務課

２－３－３　職員提案制度の導入 総務課

　４　定員管理・給与の適正化 ２－４－１　定員適正化計画の策定と実行 総務課

２－４－２　職員の削減 総務課

２－４－３　嘱託・臨時職員の削減 総務課

２－４－４　人件費の適正化 総務課

２－４－５　時間外勤務の縮減 総務課

２－４－６　人事評価の導入 総務課

　５　組織・機構の改革 ２－５－１　本庁・支所組織体制の見直し 定住・企画戦略課

２－５－２　独立性を要する組織の見直し 定住・企画戦略課

２－５－３　専門性が必要な組織の見直し 定住・企画戦略課

２－５－４　類似業務を行う組織の見直し 定住・企画戦略課

　第３節　市民と協働のまちづくりの推進 　１　市民参画の仕組みづくりと地域組織等の支援 ３－１－１　市民と一体となった事業の推進 地域振興課

３－１－２　地域組織等の支援 地域振興課

３－１－３　市民と行政の役割分担 地域振興課

３－１－４　パブリックコメントの実施 情報政策課

　２　情報提供の推進 ３－２－１　ホームページの充実 情報政策課

３－２－２　広報誌の充実 情報政策課

３－２－３　お知らせのスリム化 情報政策課

３－２－４　ＣＡＴＶの活用促進 情報政策課

　３　情報公開の推進と個人情報の適正保護 ３－３－１　情報公開の推進 総務課

３－３－２　個人情報保護の推進 総務課

第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査　項目一覧　　　（平成26年度の取り組み状況）



第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査票　（平成２６年度の取り組み状況）

  第１節　健全な財政基盤の確立

H24 H25 H26 H27 H28

市単独扶助費の１

０％削減

物品費の１０％削減事務経費の削減を図る。事務経費の削減に向け、計画的に

整理・廃止し、管理コストの削減を図る。目標や具体的な方

策等を盛り込んだ計画を策定する。

国・府の基準を参考にした所得制限の設定や受益者負担の

適正化の検討を行うと共に、市単独サービス、上乗せサービ

スの見直しを推進する。

各種医療費の推移や各種制度・事業の

動向把握を行い、扶助費の削減に努め

たい。

総務課で一括して管理しているため、事

業ごとの必要量が把握できない。物品

の個別単価をさらに見直し、削減に努め

ている。

実施

平成27年度中に、効率的かつ効果的な

予算編成プロセスを検討のうえ、新たな

予算編成方法の導入をしていく。

今後も、過疎自立に向けた財源確保の

ため、積立をしていく。

市民の方が、南丹市の財政状況をより

理解していただけるようなわかりやすい

内容を検討していく。

検討

実施

それぞれに抱える検討課題を乗り越え、

これまで以上に地域を振興するための

ステップアップをはかることが必要であ

る。

一部実施

監理課

平成26年度に第２次中期財政計画（平成

27年3月）を策定し、財政指標等の具体的

な数値目標も明らかにした。

わかりやすい財政状況を心掛けて、毎年６

月、１２月を基準に継続して、市広報誌、Ｈ

Ｐ等で公表した。

検討

一部実施

一部実施

運営補助から事業

補助へ移行

２４億円積立

毎年度２５億円以内

国の施策や経済情勢等の状況を注視し

て、見直しが必要な場合は、見直しを検

討していく。

補助金及び委託料

の全面見直し（第三

セクター等１１団体

他）

平成24年度は、52,800千円、平成25年度

は、92,900千円、平成26年度は、　67,500

千円を積み立て、平成26年度末残高は、

160,544千円となった。

平成24年度は、23.1億円、平成25年度

は、26.4億円、平成26年度は、31.5億円の

発行となったが、有利な起債を活用した地

方債発行とした。

実施

平成24年度は、360,000千円、平成25年度

は、300,000千円を積み立て、合計で

660,000千円の基金積立となった。（総額

で15億円）

実質公債費比率が、平成24年度

17.1％、平成25年度15.1％、平成26年

度13.9％となっているが、将来的な財政

負担を勘案し、地方債の発行を計画的

に管理していく。

一部実施

合併特例債の発行期限が延長されたた

め、目標の残り9億円の積み立ては、起

債全体の発行状況等を勘案し、平成32

年度までに全額積立をしていく。

実質公債費比率が２０％を超え、市債の残高も多額であるた

め、事業の見直しや重点実施により、市債発行額に一定の

枠を設定し、毎年度の発行を抑制していく。

行財政運営の透明性を確保するために、解りやすい手法に

よる財政状況、予算書、決算書、財務諸表について広報や

ホームページを活用した積極的な公表を行う。

課題や今後の見通し

過疎自立促進特別

事業の財源確保

財政計画の策定

平成20年度の予算編成から導入した枠配

分方式の課題等を整理・検討し、概算要

求方式、夏季総点検の導入等を案として

検討した。

限られた予算の有効活用を図るために、予算編成の権限と

責任を事業実施部門に委譲する予算方式などを導入する。

財務課

財務課

出納課

1-1-5 活性化推進基金の積立

平成２８年度目標

平成２６年度から見

直し

毎年２回以上ホーム

ページ等で公開

目　　　標　　　年　　　 度

財務課

新しい予算編成方式の

導入

取りまとめ又

は実施担当課

取   　       組             内      　  容

1

南丹市の将来のまちづくり並びに市の活性化を推進するた

め、旧合併特例事業を活用し、平成２２年度から２７年度まで

の６年間に毎年度４億円の基金積立を実施する。

過疎地域自立促進特別措置法に基づく、事業に必要な財

源を確保するため、過疎対策事業債を活用し、平成２４年度

から２７年度までの４年間で基金積立を実施し、事業への有

効活用を図る。

独立採算を前提とした業務範囲など、運営計画の策定を求

め、経営状況を明確に把握し、経営状況について広く公開

する。市の関与の妥当性を検証し、統廃合も含め、設置その

ものについて見直しを図り、補助金や委託料について見直し

を行う。

どの様な団体に対して支援を行うのか、一つの根拠を明確

にし、支援内容や支援期間における団体区分を整理､公表

することにより、支援を行う団体を明確にし、補助金額の精査

を行い必要な経費のみの補助とする。

入札制度については、地域業者育成を

考慮する必要があり、公平・公正を踏ま

えたかたちでの検討が必要である。電

子入札については、アンケート結果に基

づき、対象範囲を設定して試行を行う。

未実施

入札制度については、平成２６年度に実施

された「品確法」等の改正主旨を踏まえ検

討を行っている。また物品関係における電

子入札については、現在、実施に向けた

業者へのアンケートの集約を行っている。

福祉医療の老人医療費支給制度につい

ては、平成２７年度より自己負担割合が、１

割から２割負担へ見直しが行われ、扶助費

の削減が図れる。京都子育て支援医療費

については、平成27年度から支給対象の

拡大が行われ、市負担扶助費の削減が図

れる。

第３次行政改革大綱等で団体支援等の

整理ができる内容を検討していく。

1-1-4

入札・契約制度の見直

し

総務課

実施

1-1-6

1-1-2 財政状況の公表

1-1-3

第三セクターや外郭団

体の組織の見直し

地域振興課

財務課

財務課

進捗状況の内容進捗状況

財務課

地方債発行の抑制

取　り　組　み　事　項

計画的な財政運営

財政規模に見合った健全な行財政運営を行うために、歳出

の削減目標など、具体的な数値を盛り込んだ財政計画を策

定する。歳入見込みも含む。

1-1-1

契約事務の透明性。公平性及び競争性の推進等を図るた

め、入札・契約制度の見直しを検討する。

平成２６年度の消費税の税率引き上げに

伴い、平成25年度対比で105.5％の増と

なった。

これまでに財団法人の5団体が公益法人

へ移行。また2法人が経営統合により、効

率的な運営と一層の地域活性化に向けて

経営力を高めるべく協議を重ね統合に

至った。

多様な入札制度の

検討及び試行。物品

関係（随意契約を除

く）電子入札率３０％

2

事務事業の見直し

過疎地域自立促進特別

事業基金積立の実施

1-1-7

公的支援団体の支援の

見直し

扶助費の見直し

財務課

社会福祉課

高齢福祉課

子育て支援課

根拠、支援内容や支援期間における団体

区分の整理・公表、支援団体の明確化、補

助金額の精査等の取り組みについて、検

討できていない。

1-2-3

1-2-1

1-2-2 事務経費策減対策

1-2-4

継続

継続

検討

継続

継続

実施検討

継続

継続

実施

継続

実施

実施

検討

－ 1 －



第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査票　（平成２６年度の取り組み状況）

  第１節　健全な財政基盤の確立

H24 H25 H26 H27 H28

課題や今後の見通し 平成２８年度目標

目　　　標　　　年　　　 度

取りまとめ又

は実施担当課

取   　       組             内      　  容 進捗状況の内容進捗状況取　り　組　み　事　項

　３

公営企業会計等の財政健全化

　４

歳入の確保

　５

公共施設の見直しと財産の有効活用

特別な事情を除く、引き続き、普通交付

税算入額を基本として抑制に努める。

総務省の繰出基準を根拠とした普通交付

税算入額を基に、繰出金の抑制に努め

た。

未実施

普通建設事業費の

１５％削減

簡易水道事業を統合することにより、独

立採算制をとっている企業会計に、負

担増になり必要経費を賄うだけの料金

収入が必要となってくる。

次年度以降の予算

等への反映のシステ

ム化

指定管理委託料の

１０％削減

指定管理者制度の適用が見込める施設か

どうかという分類から新たな指定管理の適

用について検討できていない。

未実施

行政評価により得られた結果により、行政経営上の必要な部

分を明確にし、行政評価推進委員会の意見をふまえて、人

的、財源的な経営資源の再配分を行う。

財務課

未実施

各種施設の管理運営のあり方の再検討、

施設の維持管理費用の削減、効率的な施

設利用を目指し、施設の統廃合も含めた

検討を内部検討委員会で実施した。

実施

実施

実施

経営の効率化については引き続き継続し

て実施していく。

平成２１年度から実施していた料金の段階

的見直しは、平成２４年度に完了し、能率

的な経営の下における適正な原価を賄うこ

とができる料金を使用者から徴収していく。

検討

実施

施設使用料及び減

免制度の見直し

繰出金の５％削減

市民の意見を参考にしながら、市民への開放や民間企業へ

の賃借・売却等、施設の有効活用を進める。

上水道課

財務課

各種施設の管理運営のあり方を再検討し、施設の維持管理

費用の削減と効率的な施設利用を促進する。

上水道課

財務課

行政経営方針に基

づいた柔軟な予算

配分と職員配置

現年度分徴収率１．

４ポイント向上（平成

２２年度実績９７．

４％）

財務課

実施

税や料金の収納強化

国・府事業の積極的な

導入

予算編成の過程の中で積極的な確保に努

めてきた。

実施

収納率向上委員会で収納率の低下等

の課題解消に向けて、検討と計画、その

実施に努めていく。

施設利用者のサービス向上や施設管理運営経費削減を図

るために、管理経費、利用状況などから指定管理者制度の

適用が見込める施設とそうでない施設に分類したうえで、指

定管理者制度の導入を行う。

受益と負担において公平公正な料金とし、歳入の確保を図

るために、料金の見直しを行う。

社会経済情勢を踏まえた使用料等の改定を検討し、適正な

使用料の徴収を図り、繰出基準を超える一般会計からの繰

出金の抑制に取り組む。

上水道課

財務課

財務課

財務課

税や料金の納付徹底を図るとともに、収納未済み額の一層

の削減を目指す。

国・府制度の活用はもちろんのこと、国府による事業採択、

財源措置の働きかけを積極的に行い、制度創設や制度改正

についても要望を行っていく。

各種施設の管理運営のあり方の再検討、

施設の維持管理費用の削減、効率的な施

設利用を目指し、施設の統廃合も含めた

検討を内部検討委員会で実施した。

一部実施

内部組織である収納率向上委員会で様々

な課題等の検討をした。

予算編成の過程の中で、原則として国・

府補助金のない新規の事業は、予算化

しない等の方向性を出し、各部局の積

極的な確保につなげていく。

平成27年度中に、効率的かつ効果的な

予算編成プロセスを検討のうえ、新たな

予算編成方法の導入をしていく。

戦略的な経営を促進し、独立採算の安定確保に努め一般会

計からの繰出金の削減を図るために、経営計画の策定を行

い、経営健全化を推進する。

行政資源の再配分

行政評価制度の構築

投資的経費の見直し

効果的な行政評価を行うために、評価の目的や評価結果の

活用方法など、評価制度のあり方を「行政評価推進委員会」

の評価をふまえて検討し構築する。

1-2-5

普通会計ベースで、平成24年度は、34.1

億円、平成25年度は、31.5億円、平成26

年度は、40.7億円となった。

評価の目的や評価の結果の活用方法な

ど、評価制度のあり方の検討・構築ともに

実施できていない。

合併特例期間の平成32年度までに合

併特例債を活用した事業も想定される

ため、起債発行額と財政指標に留意し

ながら計画的な投資をしていく。

平成27年度中に、効率的かつ効果的な

予算編成プロセスを検討のうえ、新たな

予算編成方法の導入をしていく。

公共施設等総合管理計画や学校跡施

設利活用計画と整合を図りながら、外部

委員会、パブリックコメント等の手続きを

踏み、検討を深めていく。

公共施設等総合管理計画や学校跡施

設利活用計画と整合を図りながら、外部

委員会、パブリックコメント等の手続きを

踏みながら検討を深めていく。

平成２８年度末において、上水道事業と

簡易水道事業が統合されることになり、

統合以降についての経営が課題であ

る。

行政評価結果により、人的、財源的な経営

資源の再配分について、検討できていな

い。

財務課

事業の目的、内容及び必要性等の精査を行い、事業に優先

順位をつけることにより、実施事業の取捨選択を行う。また、

着手時期の標準化や事業規模の縮小、公共工事のコスト削

減に取り組み、市債発行額を抑制する。

指定管理者制度の効果

的な運用

既存施設のあり方の検

討

各種施設の管理運営方

法の検討

南丹市の指定管理の方向性を検討して

いく。

1-4-2

1-4-1

1-2-6

1-2-7

1-3-2

1-3-1

1-5-3

1-5-2

1-5-1

特別会計の繰出金の抑

制

料金体系の見直し

1-3-3

公営企業会計等の経営

の効率化

継続

実施

実施

継続

継続

実施

継続

実施

実施

検討

実施

継続

検討

検討

検討

検討

－ 2 －



第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査票　（平成２６年度の取り組み）

  第２節　効率的な行政経営の展開

H24 H25 H26 H27 H28

1 市民サービス満足度の向上

2

民間活力の導入

3 職員の意識改革

4

定員管理・給与の適正化

実施

進捗状況

実施

実施

実施

実施

未実施

2-4-1

外部委託の見直し2-2-2

2-2-1

職員提案制度の導入

2-4-2 職員の削減

定員適正化計画の策定

と実行

総務課

各地域の利便性の確保を図りながら、新規採用職員の抑制

や早期退職制度の活用等により、職員数を縮減する。

長期的な展望にたち、職員の定数管理を行う。具体的な数

値目標を盛り込んだ定員適正化計画を策定する。

実施

毎年市民意識調査、

市政懇談会の１回以

上の実施

市民意識調査にお

いて市政サービスの

満足度５割以上（現

況約２割）

電子化可能な個別

業務の洗い出し

未実施

市民に不快感を与えない接客対応を日々行い、市民には施

策そのものに眼を向けてもらうようにするために、電話の応対

など基本的な接客、接遇態度を改善し、市民が利用しやす

い窓口対応を行う。

一部実施

人事評価制度の本

格導入

未実施

窓口業務の経験年数が3年未満の職員

が半数を占める為、行き届かない部分も

あるが、マニュアル等を作成して統一し

たサービスを行えるよう取り組んでいき

たい。

市民意識調査については、政策立案や

事業展開につなげられるような取り組み

に見直していく。市政懇談会は２年連続

で実施できていないので、実施に向け

取り組む。

電子市政の推進

市民本位の窓口対応

市民意識調査の実施

第３次行政改革大綱等で外部委託ので

きる事務事業の整理、外部委託ガイドラ

インを検討のうえ具体的な外部委託に

取り組んでいく。

区長会の開催、市政懇談会の実施、ご意見箱やホームペー

ジ、ＣＡＴＶ等あらゆる機会、広報媒体を活用して、市民ニー

ズの把握に努める。

行政推進の成果や市民ニーズの変化を

把握するため、継続して実施していく必

要がある。

市町村振興協会やJIAM等のより積極的

な活用やコスト意識改革につながる庁

内研修の実施。

平成28年度から本格導入の予定。研修

等の充実により、適切な目標設定、自己

評価ができるようにする。

毎年１アイデア以上

の採用及び実施

2-1-3

2-1-2

個別業務の電子化によるサービス向上

について検討を行う。

電子市政によりサービスが向上する事務を洗い出し、構築に

よりどのようなメリットがあるのか。また、どのような手法を用い

て構築するのが良いかなどを検討する。

情報政策課

マイナンバー制度導入に伴うシステム対応

を行っている。

業務改善、コスト意

識改革につながる庁

内研修の実施

市民環境課

苦情ゼロを目指して、市民の方に不快感を

与えないよう、日々わかりやすく丁寧に対

応することを心掛けて窓口業務を行ってい

る。

取　　　　組　　　　内　　　　容

目　　　標　　　年　　　 度

情報政策課

進捗状況の内容

職員提案制度は、実施できなかった。

実施

平成24年度に人事評価の制度構築し、平

成25年度から試行実施した。業績評価に

おいて目標設定し、達成度を自己評価し

て改善につなげることとしている。

定住・企画

戦略課

第３次行政改革大綱等で外部委託ので

きる事務事業の整理、外部委託ガイドラ

インを検討のうえ具体的な外部委託に

取り組んでいく。

取　り　組　み　事　項

市民意識調査については、継続して実施

を行った。ただし、市政懇談会については

実施することができなかった。

取りまとめ又

は実施担当課

市民ニーズの把握2-1-1

2-1-4

外部委託の推進

課題や今後の見通し 平成２８年度目標

事務事業の外部委託の推進について、具

体的な検討を進められていない。

財務課

行政組織の簡素化、行政を民間との役割分担の見直しの観

点から、市が行っている事務事業の外部委託の推進につい

て積極的に検討する。

行政運営の基礎資料とするための市民意

識調査を毎年度実施した。

平成２６年度満足度　２７．５％

外部委託を行っている事務事業の契約方

法の見直し、委託業務内容の精査、地元

団体への委託の推進の検討ができていな

い。

現在、外部委託を行っている事務事業については、契約方

法の見直し、委託業務内容の精査、地元団体への委託の推

進を図る。

財務課

窓口対応の苦情ゼロ

毎年度、各年代の市民へ市政全般についての意識調査を

行い、まちづくりに対しての市民の実感、市民のニーズを把

握し、行政サービスの向上に繋げる。

2-3-3

市町村振興協会や民間が実施する各種研

修会について情報提供し、希望する職員

が受講した。庁内研修は階層別の研修を

中心に実施した。

職員の行財政改革に関するアイデアを政策形成や事務改

善に活用するため、職員提案制度を設けることを検討し、職

員の改革意欲の向上と改革に向けた取組を推進する。

総務課

業務に対する姿勢を確認し、業務の改善策の検討など意識

改革を行うために、自己評価制度を導入、推進する。

総務課

コスト意識の改革を促す研修を実施する。

また、府や民間などが実施する各種研修会に参加し、。広い

視野を持ち高度な行政運営を推進する。

総務課

３８７人

（平成２４年４月１日

現在４２０人から３３

人削減）

平成２４年度策定平成24年4月に定員適正化計画を策定し

た。

2-3-1

自己評価制度の導入

研修による意識改革

2-3-2

業務改善案などを職員が提案し、実行

できる制度を検討する。

平成28年度が計画の最終年度となるの

で、次期定員適正化計画を策定する必

要がある。

平成27年4月1日現在の職員数は388人。 財政面からは更なる人員削減が必要で

あるが、職員に過重な負担増とならない

よう業務改善や適正配置を考慮しなが

ら進める必要がある。

総務課

継続

継続

検討

継続

継続

検討 実施

継続

実施

実施

実施

継続

実施

検討

検討

検討

－ 3 －



第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査票　（平成２６年度の取り組み）

  第２節　効率的な行政経営の展開

H24 H25 H26 H27 H28

進捗状況

取　　　　組　　　　内　　　　容

目　　　標　　　年　　　 度

進捗状況の内容

取　り　組　み　事　項

取りまとめ又

は実施担当課

課題や今後の見通し 平成２８年度目標

５ 組織・機構の改革

平成２５年度までに

導入

時間外勤務の縮減

一部実施

類似業務を行う組織の

見直し

専門性が必要な組織の

見直し

独立性を要する組織の

見直し

本庁・支所組織体制の

見直し

2-5-4

2-5-3

2-5-2

2-5-1

人事評価の導入

嘱託・臨時職員の削減

職員の事務能力、生産性の向上を図るとともに、人員の適正

な配置を行うことにより、嘱託・臨時職員を削減する。

人件費の適正化

2-4-6

人事評価の仕様等を検討したうえで、人事評価を導入する。

本庁は、企画立案や政策策定、事業の執行管理などを担う

べき役割とし、本庁として効率的で機動的な組織体制に見

直す。支所は、住民窓口や現場等の一時対応など、市民と

の調整機能を担うべき役割とし、支所として効率的で機動的

な組織体制に見直す。

総務課

事務の効率化、職員の適正配置とともに、所属長による時間

外勤務の管理をより徹底し、時間外勤務の縮減に取り組む。

職員給与については、国家公務員に準拠しながら必要に応

じて見直しを行い適正化に努める。

総務課

実施

市としての全体を見据えた事務執行を行うために、業務に特

化することなく横断的な立場から分析や評価を行うような組

織を編成する。

実施

2-4-5

2-4-4

2-4-3

定住・企画

戦略課

総務課

平成23年度と平成26年度の決算比較で

0.5％の増となったが、時間外勤務手当の

増加、退職手当組合の負担金の増加等が

主な要因である。

嘱託・臨時職員の必要性を十分検討し

たうえで任用を行う。施設管理員等につ

いては、施設の将来的な方向性も含め

て検討する必要がある。

実施

時間外勤務の縮減にむけて、さらに取

組を強化する。

総務課

平成24年度に人事評価の制度を構築し、

平成25年度から試行実施した。

平成28年度から本格実施する。評価の

精度を高め、人財育成に生かすととも

に、評価結果を処遇に反映できるよう制

度構築する。

人件費の５％削減

実施

引き続き職員給与の適正化に努める。

平成27年4月1日現在　嘱託職員　153人

（H23年　160人）、臨時職員　175人（H23

年　153人）

平成２７年度　支所

機能の検討

２５０人

（平成２３年度末現

在２８４人から３４人

削減）

一部実施

平成２６年度において、全般的な組織改編

を行った。

時間外勤務手当額の対前年比　平成24年

度  △25.2％、平成25年度　77.3％、平成

26年度　20.8％。平成25・26年度は災害が

発生したことにより大幅な増となった。

時間外勤務手当の

３０％削減

平成２６年度において、全般的な組織改編

を行った。

引き続き、効率的で効果的な組織の構

築に向け、検討が必要である。

戦略的な事務事業を効率的に行うために、専門性や業務量

から新たな組織を確立する方が良いと思われる業務組織に

ついて検討し、編成する。

引き続き、効率的で効果的な組織の構

築に向け、検討が必要である。

実施

引き続き、効率的で効果的な組織の構

築に向け、検討が必要である。

実施

引き続き、効率的で効果的な組織の構

築に向け、検討が必要である。

類似業務や関連業務を行う課等については、事務が効率的

に行えるよう統廃合も含め検討し、編成する。

定住・企画

戦略課

定住・企画

戦略課

平成２６年度において、全般的な組織改編

を行った。

定住・企画

戦略課

平成２６年度において、全般的な組織改編

を行った。

継続

継続

継続

継続

継続

実施

継続

継続

検

－ 4 －



第２次南丹市行政改革推進計画に関する進捗状況調査票　（平成26年度の取り組み状況）

 第３節　市民との協働のまちづくりの推進

H24 H25 H26 H27 H28

1 市民参画の仕組みづくりと地域組織等の支援

2

情報提供の推進

3

情報公開の推進と個人情報の適正保護

実施

地域組織の等の支援

情報政策課

ＣＡＴＶの活用促進

お知らせのスリム化

実施

実施

実施

実施

ＣＡＴＶとの連携を図りながら発行するが、掲載内容について

は精査し、簡素でわかりやすくした上でスリム化を図る。

情報政策課

行政として伝えるべき情報が的確に伝えられているか、また

市民が望む情報なのか、公開した場合市民にどのようなメ

リットがあるかなど、市民の立場にたった検討も行い、南丹市

としての情報公開（広報）をより一層推進する。

情報公開の推進

取　り　組　み　事　項

地域振興課

地域振興課

目　　　標　　　年　　　 度

取　　　　組　　　　内　　　　容

3-3-1

取りまとめ又

は実施担当課

3-1-1

市民と一体となった事業

の推進

3-1-3

3-1-2

3-2-3

地域と行政が連携強化を図り、協力して住みよいまちづくりを

行うために、地域組織としてのメリットを最大限活用できるよう

な連携強化の取組みを行い地域組織等の支援を行う。

3-1-4

3-2-2

情報をタイムリーに発信し、行政運営への市民参画の向上を

図るために、ホームページを充実する。

集落支援員や地域

おこし協力隊などの

導入地域の増加

　高齢化のより進捗した集落に対しては、

集落支援員が入り、地域を活性化させるた

めの協力を行い、地域が活動を始めた地

域に対しては地域おこし協力隊により、更

に活動を活発にさせる。

パブリックコメントの実施

広報誌の充実

市民と行政の役割分担

　国の施策である地域おこし協力隊や、

集落支援員以外にも府の施策である、

里の仕掛け人や里の仕事人の制度もあ

り、それぞれの得意分野を活かせるよう

に、活動の明確化が必要である。

　南丹市は、自らが考えて行動するため

に、目的を達成するために活動する組織

やNPOが数多く存在し、積極的な活動が

展開されている。

　組織やNPOなどが、活動するためには

高度で専門的な知識を有するアドバイ

ザー的な役割が不可欠であり、まちづく

りデザインセンターにその役目を担って

もらっており、今後ますますその必要性

が高まる。

課題や今後の見通し

市民協働の意義等を認識し、市民、職員が市民協働の推進

に努める。

地域振興課

　市民活動の状況に合わせ、交付金額や

交付条件の見直しをはかりつつ、市民活

動を活発にするための交付金事業を実施

した。

　活動の進捗に伴い専門性の高まる事

業が多く、事業委託等の交付金制度以

外にも事業を支援する方法が必要であ

る。

市民提案型事業採

択件数の増加

進捗状況の内容 平成２８年度目標進捗状況

実施

指針では募集期間を概ね１ヶ月間として

いるが、３週間程度しか期間を確保して

ていないものが見受けられる。１ヶ月が

確保できるように努める。

平成27年度後半からおしらせ版の冊子

化を予定。記事配置の見直しなどを行

い、より見やすく探しやすくなるように努

める。

これまで取り上げられていない分野に目

を向け、広く市民に広報する。また話題

性のある政策などはタイミングを計りなが

ら、記事の作成に努める。

実施

実施

実施

意見募集による市民

の意見数の増加

枚数の削減

（２分の１程度に）

3-2-1

情報政策課

月平均100件以上の情報を配信できてい

る。また、定住促進に関するページも新た

に加えた。

ホームページの充実

パブリックコメント実施数は、平成25年度と

変わっていない（3回）が、意見数は多く

なっている。（平成25年度10件→平成26年

度87件）

市の計画策定に市民意見を反映させるため、パブリックコメ

ント制度を積極的に活用し、市民の意見を多く取り入れる。

市民参加と協働の仕組みや市民と行政との役割を明確に

し、市民が自ら考え、自ら発想する様々なまちづくりを推進す

る。

効果的でわかりやすい広報を行うために広報内容を精査し、

広報誌の充実を図る。

多くの情報をできるだけタイムリーに配

信できるよう努めるとともに、より見やす

いホームページを目指す。

情報政策課

個人情報の保護を推進するため、職員研修の実施やマニュ

アルの作成により徹底を図る。

総務課

平成26年度においては、年間250件の公

開請求があり、そのうち237件が市発注工

事に係る金入設計書等の請求であった。

・個人情報の開示請求（2件）

・南丹市個人情報保護審議会の開催（1

回）

　　「個人情報部分開示決定通知に係る異

議申立て」に関する審議・答申した。

実施

掲載内容を精査するとともに記事の内容も

できるだけ端的となるように努めた。また、

お知らせ版に集約掲載することで、別紙と

なるの配布物を削減した。

特集等の内容を充実するとともに、より分か

りやすい表現に努めた。また連載ページを

増やすことで、広い分野の情報が配信でき

ている。

個人情報保護の推進3-3-2

総務課

視覚的に有効な情報発信をすることにより、効果的で分かり

やすい情報提供を図る。

工事の金入設計書の請求への対応に

ついて、電磁的記録媒体での開示がで

きるよう、条例改正を実施する。

個人情報の取り扱いについて研修を行

い、マニュアル作成等を進めていく。

動画による放送において、記録的な部

分とあわせ、よりリアルタイム的な情報発

信ができないか検討する。

情報政策課

市民への情報公開を推進するため年4回

開かれる市議会本会議の生中継を平成25

年6月から開始した。動画による放送およ

び文字放送とあわせ、データ放送も実施す

ることで効果的な情報発信が行えている。

3-2-4

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続
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